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第１章 総則 
 

１ 支援プラン作成の目的 

近年の地球温暖化に伴う気象変化により、新潟県、福井県、奄美地方での

豪雨災害をはじめ、台風による水害や新潟県中越地震等、全国各地で大きな

災害が相次いで発生しました。 

 これらの災害では、多くの高齢者や障がい者等が逃げ遅れ、また、避難先

での疲労やストレスにより亡くなっています。 

  特に、平成２３年３月１１日に発生した「東日本大震災」は、マグニチュード

９という巨大なもので、当市では、井野地区で震度６弱、寺田地区及び藤代地区

で震度５強という極めて大きな震度が観測され、道路損壊２２１か所、ライフラ

イン被害１１１か所などの甚大な被害を受けました。 

  また、近隣自治体の災害として、平成２４年５月６日には、つくば市で竜巻が

発生し、死者１名、負傷者３７名、住家等被害８６０棟（うち全壊１５７棟）と

いう被害をもたらしました。 

このように、大規模な災害が発生した場合、高齢者や障がい者等のいわゆ

る避難行動要支援者の方々は、自力での避難が困難で被害を受けやすい立場

にあるため、避難行動要支援者に対する避難支援対策の強化が求められてい

ます。 

このため、地域住民、関係団体、ボランティアの方々の協力のもと、避難

行動要支援者の避難支援対策を具体的に進めていくため、このプランを作成

しました。 

今後は、この手引きに基づき、避難行動要支援者一人ひとりの避難支援個 

別計画の作成を推進していきます。 
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２ 要配慮者及び避難行動要支援者の範囲 
  要配慮者とは、「必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守る

ために安全な場所に避難するなどの一連の行動をとることに支援(配慮)を要す

る人」をいい、一般的に高齢者、障がい者、外国人、妊産婦、乳幼児、人工呼吸

器使用者含む難病者等を主な対象とします。 

避難行動要支援者とは「要配慮者のうち自ら避難することが困難で避難に支

援を要する人」をいいます。 

要配慮者の中には、避難勧告等の情報を認知することや避難行動を開始する

ことには支援(配慮)を要するが、自らの力で避難行動が可能な方も含まれます。 

また、一方で避難行動要支援者は、自力で避難行動することが困難であり、立

ち上がり・歩行介助、避難所までの誘導等が必要となるため、重点的・優先的な

支援が必要となります。 

 

 

≪ 要配慮者 ≫ 

☆ 必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に

避難するなどの一連の行動をとることに支援（配慮）を要する人。 

  一般的に高齢者、障がい者、外国人、妊産婦、乳幼児、人工呼吸器使用者含む

難病者等を主な対象とします。 

 

 

≪ 避難行動要支援者 ≫ 

（１） 立ち上がりや歩行などが自力でできない高齢者（要介護認定３～５の認定 

を受けている者） 

（２） 身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障がい者 

 （心臓、腎臓機能障害のみで該当するものは除く） 

（３） 療育手帳Ⓐ、Ａを所持する知的障がい者 

（４） 精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者 

（５） 市の生活支援を受けている難病患者 

（６） 上記以外で自治会等が支援の必要を認めた者 

（７） 前各号に関わらず、本人や家族等により自ら避難することが困難な状態に 

あると判断された者で、避難行動要支援者台帳への登録を希望する者 
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第２章 平常時の体制 

１ 市の体制 

  避難行動要支援者の支援業務を的確に実施するため、平常時には以下の体制を

とります。 

 

（１）避難行動要支援者台帳の作成 

➢ 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難すること 

が困難な者であって、その迅速かつ円滑な避難の確保を図るために特に支 

援を要するものの把握に努め、避難の支援・安否の確認並びに生命又は身 

体を災害から保護するために、以下の事項が記載された支援の基礎となる

台帳を作成します。 

一 氏名 

二 生年月日 

三 性別 

四 住所又は居所 

五 電話番号その他の連絡先 

六 避難支援等を必要とする理由 

七 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認め 

る事項 

  ※既に避難行動要支援者台帳に登録した方は、内容に変更がない限り、改めて 

再登録をする必要はありません。 

 

（２）社会福祉施設等の安全体制の確保 

➢ 体  制：総務部、福祉部、健康増進部、まちづくり振興部 

➢ 事業内容：震災対策計画の策定、災害情報伝達体制の整備 

 

（３）避難行動要支援者避難支援チームの設置 

➢ 体  制：総務部、福祉部、健康増進部、まちづくり振興部 

➢ 事業内容：民生委員児童委員、自治会・町内会、自主防災組織、 

ボランティア等と協力し避難支援チームを設け、避難行動要支

援者とのコミュニケーションをとります。そして非常時には、

安全な避難所に誘導します。 

 

（４）避難支援プラン推進のための情報収集 

➢ 体  制：市関係各部、防災関係機関 

➢ 事業内容：民生委員児童委員、自治会・町内会、自主防災組織、 

ボランティア等の協力を得て、避難行動要支援者台帳を作成し、

情報の収集と共有に努めます。 

なお、それらの情報は福祉関係部局と防災関係部局との連携に 

より、消防団員、警察等に情報提供し、避難行動要支援者の安 

否確認や避難活動のために活用します。  
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（５）避難支援プランの具体化（全体計画から個別計画へ） 

➢ 体  制：市関係各部、防災関係機関 

➢ 事業内容：民生委員児童委員、自治会・町内会、自主防災組織等の協力を  

得て、避難行動要支援者が避難する際の支援内容、支援者の 

人数といった対応策を含む個別計画へと移行していきます。 

 

（６）避難行動要支援者への緊急通報 

➢ 体  制：総務部、福祉部、健康増進部、消防本部 

➢ 事業内容：避難行動要支援者が迅速に避難できるよう、避難に関する情報 

伝達体制の整備に努めます。また、避難行動要支援者に対する

緊急通報システムの整備に努め、特に、高齢者や障がい者に対

して緊急通報システムへの加入を促します。 

 

（７）避難行動要支援者に配慮した避難所運営の整備 

➢ 体  制：総務部、福祉部、健康増進部、教育委員会 

➢ 事業内容：避難行動要支援者に対し、災害の情報を正確に伝達すること。 

  また、生活援助物資の備蓄や調達先の確保といった避難所の運 

営計画を策定します。 

 

（８）避難行動要支援者に対する防災対策の充実 

➢ 体  制：総務部、福祉部、健康増進部 

➢ 事業内容：福祉避難所を指定し、高齢者や障がい者の介護、乳幼児の保育 

のための資機材を調達し、ボランティア団体へ人材の派遣要請

をします。また、重介護を要する方については、市内の介護事

業者と協定を結び、福祉避難所として指定するよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

２ 避難行動要支援者への避難支援 

風水害や地震等の大規模な自然災害が発生した時、地域の住民が協力し、避

難行動要支援者の避難誘導や安否確認等の支援活動が迅速に、かつ、円滑に行わ

れるようにするための制度です。 

本制度では、自主防災組織、民生委員児童委員、社会福祉協議会等を中心とし

た連携・協力体制を整備し、避難行動要支援者の住居に駆けつけ、避難行動を支

援する避難支援者を選定します。 

 

（１）避難支援者の役割 

避難支援者は、災害発生時に避難行動要支援者宅に駆けつけ、避難場所へ誘

導を行います。 

誘導が困難な場合には、市災害対策本部、自主防災組織、民生委員児童委員

等に連絡をとります。 

 

（２）避難行動要支援者情報の把握と共有 

災害が発生した時、避難行動要支援者の避難行動、安否確認等の支援を円滑

に行うため、避難行動要支援者台帳に基づき、必要な情報を整理・把握します。 

なお、避難行動要支援者に対して、避難行動要支援者台帳が避難支援活動に

利用されることについての承諾を得られた場合は、行政機関や民生委員児童委

員だけでなく、個人情報保護の協定締結を行った自主防災組織等とも情報を共

有します。 

 

 

３ 支援団体・支援者を核とする支援体制の確保 

◆ あらかじめ自主防災組織、自治会・町内会毎に、支援メンバーが集まる場所

を決めておきましょう。 

◆ 自主防災会、自治会・町内会等は、災害時にも迅速かつ的確な対応ができる

ように、日頃から必要な知識の習得や地域の危険個所の確認や改善に努め

ましょう。 

◆ 災害時の安全な避難誘導のために必要な人手の確保に努めましょう。 

◆ 近隣の自主防災組織や近隣地域とのつながりを形成することも大切です。 
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第３章 災害発生時の対応 

１ 「自助」・「共助」・「公助」とは 

災害が発生した時、被害を最小限に抑えるためには、自助・共助・公助それ

ぞれが、災害対応力を高め、連携することが大切だといわれます。  

それでは、「自助」・「共助」・「公助」とはどんなことでしょうか。 

☆自助：「自助」とは、家庭（自分や家族）で日頃から意識を高め、災害時

には事前に避難するなど、自らが災害に備えることです。 

➢ 防災の基本は、「自分の身は、自分で守る」ことです。 

生活している空間を安全にすることも、自分にしかできないことです。  

災害の発生後に家族の安否を確認したり、病気の家族や災害で怪我をした家 

族への対応が速やかにできるのは自分です。  

こうした、自分の手で自分・家族・財産を助ける、備えと行動を、「自助」

と呼びます。 

☆共助：「共助」とは、自分の身を守ったうえで、地域の方々と協力し合

い、ご近所の方の避難に協力するなど、周りの人たちと助け合うことをいいま

す。 

➢ 災害の発生時や発生後に、自主防災会や自治会・避難支援者などが、自分た

ちの地域を守るという意識を持ち、みんなで助け合うことが最も大切なこと

です。  

震災のような大きな被害をもたらす災害では、行政(警察や消防、市役所な

ど)は、同時にすべての現場に向かうことはできません。避難所設置や救援物

資の到着には時間がかかります。  

こうした状況の中で、地域内（ご近所）の方々の救助活動や支援を「共助」

と呼びます。  

☆公助：「公助」とは、市役所や消防・警察による救助活動や支援活動など、

公的支援のことをいいます。 

➢ 大きな災害が発生した時、市・警察・消防・国・県といった行政機関が、ライ

フラインの確保のため公共企業各社と力を合わせて復旧に努めたり、避難所の

設置・救援物資の配布など応急対策活動を行うことを、「公助」と呼びます。 
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☆自助・共助・公助の連携  

➢ 災害の直後、自分や家族を守るのは、「自助」の力です。  

自分ひとりでは対応できない状況になった時、頼ることができるのは、地域

の助け合いである「共助」です。  

そして、自助・共助・公助が力を合わせ、状況を安定させることから、災害

からの復旧・復興へと向かいます。  

公助が活動を始めても、被災者の方一人ひとりに援助の手を届けるために

は、共助との連携が最も必要であり効果的です。  

こうした連携が、地域、そして自分の被害を最小限に抑え、早期に復旧・復

興するために必要なことです。 

 

２ 避難支援者自身と避難行動要支援者の安全確保 

 

（１） 地震発生時の安全確保 

◆ まずは自分の身の安全を守り、災害を拡大させないための行動を考えまし

ょう。 

◆ 普段から、もしもの時に家の中でどこが安全なのか考えておきましょう。 

◆ 目や体の不自由な人で、机やテーブルの下に隠れることが困難な場合は、布

団の下にもぐり、座布団やクッションなどで頭を守るようにしましょう。 

もし、近くに家族や支援者がいれば、丈夫な机やテーブルの下に移動させて

もらいましょう。 

◆ 揺れによるひずみで扉などが開かなくなることを避けるため、出入口の扉

や窓などを開け、逃げ場を確保しましょう。 

 

（２） 最初の大きな揺れが収まったら～避難前にすること～ 

◆ すぐにあわてて外に飛び出すと危険です。周りの状況をみて落ち着いて行

動しましょう。 

◆ 火の始末を確実に行いましょう。（ガスの元栓を閉めることも忘れずに） 

  電力が復旧した際の漏電による火災を防ぐため、避難前に必ずブレーカーを

落としましょう。 

◆ 家を出る前に、家の外の分かりやすいところに、家族の安否情報や避難場所

などを記載した紙を貼りましょう。 

◆ 倒壊した家に閉じ込められたり、家具などに挟まれて動けなくなったりし

た際には、笛やブザーを準備していれば積極的に活用して助けを呼びまし

ょう。 

◆ 貴重品、薬、必要な装具など、非常時の持出品がそろっているかを確認しま

しょう。 
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（３） 安否確認、救助活動、避難誘導の実施 

◆ 市や消防、警察等による支援体制が整うまでには、一定の時間を要します。 

したがって、災害発生直後の避難行動要支援者の安否確認、救助、避難誘導

は、地域住民の方々の協力によって対応することが必要です。 

◆ 自主防災会、自治会・町内会は、あらかじめ市と連携して把握しておいた避

難行動要支援者の所在情報をもとに、避難行動要支援者の見回りと安否確

認を行ってください。 

◆ 救助や避難が必要な場合は、迅速に避難行動要支援者を救助し、避難所に誘

導します。特に、避難準備情報、避難勧告、避難指示が出されている場合は、

直ちに避難誘導を行ってください。 

◆ 状況が把握できない避難行動要支援者については、消防や警察に救助を依

頼します。 

 

（４） 被害状況の把握 

◆ 避難行動要支援者支援団体、支援者は、避難行動要支援者の負傷状況、健康

状態、避難場所、必要物資等の要望について、可能な範囲で詳しく把握する

よう努めてください。 

◆ 避難行動要支援者支援団体、支援者がそれぞれ把握した避難行動要支援者

に関する被害情報は、必要な範囲内で共有するよう努めましょう。 

◆ また、市災害対策本部が市内の被害状況を一元的に把握・管理を行いますの

で、避難行動要支援者支援団体、支援者が把握した避難行動要支援者の被害

状況は本部へ報告してください。 

 

（５） 避難行動要支援者への情報の提供 

◆ 災害発生時における情報の不足や情報提供の遅れは、特に避難行動要支援

者の不安感を一層高めることになります。避難行動要支援者支援団体、支

援者は、正確な情報を迅速に提供するよう努めてください。 

◆ 車いすや紙おむつなどの生活用品を必要とする避難行動要支援者に対して

は、それら生活用品の入手先について、早い時期に情報提供するようにし

てください。 

 

【避難行動要支援者に提供する主な情報例】 

 

○ 避難所の場所 

○ 避難所への安全な経路 

○ 家族の安否 

○ 食料品、生活用品などの物資の入手方法 

○ 保健、福祉サービス等の生活支援情報 

○ 診療可能な医療機関 
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３ 避難時や避難所を中心とした生活支援 

（１） 避難所の環境整備 

◆ 避難場所においては、避難行動要支援者が過ごしやすい環境をつくるため、

市と連携して避難所の環境整備に努めましょう。 

・バリアフリー化に努め、段差解消のためスロープを設けるなど、通路や廊下

の安全確保を図ります。 

・暑さや寒さへの対策を講じます。 

・カーテンや間仕切りにより、プライバシーの確保に配慮します。 

・障がい者向けのトイレ、ポータブルトイレの確保を図ります。 

 

【避難所への誘導時及び避難所での支援活動における配慮事項】 

区 分 配慮事項 

寝たきりや身体

が虚弱な高齢者 

・ 体のどの部分が不自由なのか確認をしましょう。 

・ 毛布でくるむ、頭を覆う、おぶいひもでおぶる、複数の人で抱

える、車いすや担架を使うといった個人の状態に応じた方法を

とりましょう。 

・ 日ごろから服用している薬を携帯しましょう。 

認知症高齢者 

・ 転倒しやすい家具から離れ、頭を守るように支援しましょう。 

・ 努めて冷静な態度で接し、状況を簡潔に説明して本人を落ち

着かせるようにしましょう。 

・ 必ず誰かが付き添い、手を引くなどして移動しましょう。 

・ 不安のために大声を出すといった異常な行動をしても、大騒

ぎしたり叱ったりしないようにしましょう。激しい興奮状態

が続く時には家族等が付き添い、他の人から離れたところで

様子を見るようにしましょう。 

肢体不自由者 

・ 肢体不自由の方は、障害の程度や症状が様々ですので、相手

が希望する介助方法に合わせるようにしましょう。 

・ 「○○したらいいですか」など具体的な介助方法を尋ねるよ

うにして、相手が簡単に答えられるように心がけましょう。 

・ 誘導の前に必要な福祉用具や持ち出し品（医療・医薬品等）

があるか確認しましょう。 

・ 車いすや杖歩行者にとっては、ちょっとした段差や坂道が移

動の大きな妨げになります。 

・ 一人での救助・介助が困難な時は、速やかに応援を頼みまし

ょう。 

・ 避難所では、車いすや歩行困難者が動きやすい環境（通路の確

保、段差の解消、手すり等の設置等）に配慮しましょう。 

・ 避難所生活における必要な設備や介助を事前確認しましょう。 

・ 避難所には介助者または介助技術を指導できる人材を配置し

ましょう。 
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区 分 配慮事項 

視覚障がい者 

・ 目の不自由な方が困っている時は、声をかけてどのようなお

手伝いができるかを尋ねましょう。 

・ 座布団などで頭を守るよう指示するとともに、家の中の状況

を伝え、家の中の安全な場所へ誘導しましょう。 

・ 支援者のひじ
．．

の上を視覚障がい者につかんでもらい、歩行速

度に気をつけて歩きます。後ろから押す、手を引っ張る、肩

や白杖（はくじょう）をつかんではいけません。 

・ あらかじめ緊急時のサインやルールが決められている場合

は、それらを視覚障がい者に示しましょう。 

聴覚障がい者 

言語障がい者 

・ 災害時の情報のほとんどが音声です。聞こえない人は状況がわ

からず、時に命に関わりますので、手話ができなくても、文字

（メモ、緊急連絡カード、ホワイトボードなど）、身振りなどで

状況を知らせ、聴覚障がい者や言語障がい者から依頼があれ

ば、メモなどで情報提供をしましょう。 

・ 本人が「災害時手話ハンドブック」を持っている時は参考にし

ましょう。 

視覚、聴覚障がい者 

・ 目の不自由な方で声をかけても反応が無い場合、盲ろう者かも

しれません。手を握ってから、コミュニケーションを図ってみ

ましょう。 

・ 避難する際、支援者は自分が誰なのか、何のために、どこへ行

くのかといったことを、手のひらに文字を書いて伝えましょ

う。 

内部障がい者 

・ 外見ではわからないので、本人に状況を聞き、どのような配慮

を必要としているかを判断しましょう。 

・ 常時、医療機器を使用する方もいるので、必要に応じて静か

に手早く医療機関へ誘導しましょう。 

発達障がい者 

・ 周りの人たちとのコミュニケーションが難しく、一人で取り残

される可能性がありますので、一斉ではなく個別に声をかけて

みましょう。 

・ 穏やかにやさしく話しかけましょう。 

・ 痛みがあっても、そのことを伝えられない方もいますので、ケ

ガをしていないかよく確認しましょう。 

・ 急にパニックに陥ることがありますが、安全な場所へ移動して

気持ちを静めるようにしましょう。 
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区 分 配慮事項 

知的障がい者 

・ 知的障がいのある人の中には、環境の変化を理解できず

に気持ちが混乱し、状況に合わせた行動ができない人が

います。また、中には治療や投薬が欠かせない人もいま

すので、障害に応じた支援を行いましょう。 

・ 緊急連絡カード、療育手帳、笛、ブザー、普段から服用

している薬などを携帯するよう指示し、氏名や連絡先等

を縫いつけた衣服があればあらかじめ着替えをしてお

きましょう。 

・ 努めて冷静な態度で接し、絶えず優しい言葉をかけるよ

うにしましょう。 

・ 一人にせず必ず誰かが付き添うようにし、手を引くなど

して移動しましょう。 

・ 不安のため大声を出し、異常な行動をしても、大騒ぎし

たり叱ったりしてはいけません。発作がある場合は、速

やかにかかりつけの医療機関に連絡をとり指示を受け

ましょう。連絡がとれない場合は、最寄りの医療機関等

へ相談しましょう。 

精神障がい者 

・ 他人との交流が苦手、自らの発言が控えめで援助を求

めることを遠慮してしまう人も多いので、自然な態度

で声をかけましょう。 

・ 緊急連絡カード、精神障害者保健福祉手帳、普段から

服用している薬等を携帯するよう指示しましょう。 

・ 努めて冷静な態度で接し、状況を簡潔に説明して本人

を安心させ、冷静さを保つよう声をかけましょう。 

・ 一人にせず必ず誰かが付き添うようにし、症状に応じ

ては手を引くなどして移動しましょう。 

・ 不安のため大声を出し、異常な行動をしても、大騒ぎ

したり叱ったりしてはいけません。 

・ 妄想や幻覚の訴えがある場合も、強く否定したりせ

ず、相づちを打つ程度にとどめましょう。 

・ 強い不安や症状悪化がみられる場合は、速やかにかか

りつけの医療機関に連絡をとり指示を受けましょう。

連絡がとれない場合は、最寄りの医療機関等へ相談し

ましょう。 
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区 分 配慮事項 

自 閉 症 者 

・ できるだけ慣れ親しんだ人が、これからどこへ行くの

か、何をするのかを本人に理解させ、パニックにつなが

らないようにしながら誘導しましょう。 

乳 幼 児 

・ 保護者とともに避難しましょう。 

・ 大人が落ち着いた話しかけやスキンシップをとりましょ

う。 

・ 保護者がいない場合は近隣住民等の協力を求めましょ

う。 

・ 避難が長引く時は、ストレスを和らげるために、子ど

もを遊ばせる時間を作るなどの環境整備をしましょ

う。また、感染予防や体温保持のための保温、栄養、

感染防止、休息などへの配慮が必要です。 

妊 産 婦 

・ 転倒等による流早産のおそれがあるので、家族等が付

き添うことが理想です。 

・ 出産に向けた心身の準備や産後の回復など必要時、医

療機関へ連絡をとりましょう。 

・ 安心して授乳できるプライベートな空間や、子どもの泣

き声で周囲に気遣うことへのストレス軽減のため、子ど

もを持つ家族の部屋等を確保する配慮が必要です。 

外 国 人 

・ 日本語が理解できない外国人に対しては、身振り手振り

も含め、あらゆる方法でコミュニケーションを図り、避

難が必要であることを理解してもらいましょう。 

・ 外国語ができる近隣の住民等の協力を求めましょう。 
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（２） 避難所における情報や物資の提供 

◆ 物資の供給場所や供給方法といった情報は、拡声器（音声）だけでなく、ポスタ

ーやちらし（文字）も活用し、避難行動要支援者に情報がきちんと伝わるよう配

慮しましょう。 

◆ 避難行動要支援者支援団体、支援者は、ボランティアや地域の方々と協力して、

必要な物資を避難行動要支援者に配給してください。 

 

（３） 避難行動要支援者からの要望に対して 

◆ 避難生活を送っている避難行動要支援者からの要望を把握するため、次のよう

な事項について実態調査を実施し、必要に応じて市や避難所の運営担当へ支援

を要請しましょう。 

 

【主な調査項目】 

 

 生活に必要な食料品、水、介護用品、生活用品などの物資について 

 保健・医療・福祉サービスなどの生活支援の必要性について 

 り災証明の必要性、応急仮設住宅の申し込み希望、空きのある公営住宅の 

申し込み希望について 

 災害によるショックといった精神的不安定状況についてなど 

 

 

◆ 調査結果は、避難行動要支援者支援団体、支援者が共有し、巡回相談に役立てま

しょう。 

◆ なお、一般避難所の生活に限界があり、特別な支援を必要とする避難行動要支援

者は、市災害対策本部が開設する避難行動要支援者用の福祉避難所や医療機関

などに搬送してください。 
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４ 生活再建の支援 

（１） 巡回相談の実施 

◆ 市が中心となり、必要に応じてケースワーカー、ホームヘルパー、保健師等によ

る巡回相談チームを結成し、避難所を中心に巡回相談を行います。自主防災会、

自治会・町内会、支援団体、支援者は積極的に協力してください。 

◆ 巡回相談に際しては、避難行動要支援者の個別特性を踏まえ、手話（筆記、外国

語）通訳者といった専門ボランティアも協力して行います。 

 

（２） 在宅サービスの提供 

◆ 巡回相談チームによる調査に基づいて、順次以下の在宅サービスを提供します。

避難行動要支援者支援団体、支援者は積極的に協力してください。 

 

 

 

 

 ホームヘルプサービス 

 給食サービス・入浴サービス 

 保健指導サービス 

 補装具・日常生活用具給付サービス 

 ガイドヘルパー派遣サービス 
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第４章 災害に関する情報 

 

１ 避難に関する情報   

国の「避難情報に関するガイドライン」を踏まえ、避難情報の発令は次の判断基準

のとおりです。 

 

【避難情報の一覧】 

情報の内容 発令される状況 住民に求める行動 

高齢者等避難 

（警戒レベル３） 

災害のおそれあり 

○気象状況等から災害が発生す

る恐れがあると判断した場合 

〇河川の水位の上昇 

（利根川６．９m、小貝川６．１m） 

○避難行動要支援者、高齢

の方、体の不自由な方、小

さな子どもがいる方等避

難に時間がかかる方とそ

の避難を支援する方は避

難を開始してください。 

避難指示 

（警戒レベル４） 

災害のおそれ高い 

○１時間当たり１００mm 以上の

降水量、降り始めからの降水量が

４００㎜以上、竜巻注意情報が発

表 

〇土砂災害警戒情報が発表 

〇河川の水位の上昇 

（利根川７．４m、小貝川６．５m） 

〇地震により家屋の倒壊、火災の

など広域にわたり発生したとき 

○対象地区にいる方は全

員避難してください。 外

が危険な場合は、屋内の高

いところに避難（垂直避

難）してください。 

緊急安全確保 

（警戒レベル５） 

災害の発生又は切迫 

○大雨特別警報（浸水害）が発表

されたとき 

〇大雨特別警報（土砂災害）が発

表されたとき 

〇堤防の越水・決壊が発生又は切

迫しているとき 

○既に災害が発生または

切迫している状況です。安

全な避難は難しいため、屋

内の高いところに避難す

るなど、命を守るための最

善の行動をとってくださ

い。 
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２ 災害時避難場所（水害時を除く。「４」を参照） 

  市は、延焼火災、土砂災害、建物の倒壊等からの避難者の生命等を保護し、防災活

動の拠点としての機能を持たせる場所として、駐車場や校庭等を避難場所として指定

しています。 

 

（１） 広域避難所 

  大規模な災害等のために、広域避難所を指定します。 

【広域避難場所一覧】 

NO 名 称 場 所 連絡先 

１ とがしら公園 戸頭 8-1 ‐ 

２ 取手競輪場 白山 6-2 74-1111 

３ 取手緑地運動公園 東地先 ‐ 

４ 藤代スポーツセンター 椚木 15 82-7200 

５ 北浦川緑地 中田 ‐ 

６ 県南総合防災センター 椚木 103 83-2776 

７ 稲戸井調節池内硬式野球場 戸頭地先(利根川 89.5㎞付近) ‐ 

 

（２） 避難場所 

【避難場所一覧】 

NO 名 称 場 所 連絡先 該当地域 

１ 市之代集会所 市之代 499-1 ‐ 市之代 

２ 旧戸頭西小学校 戸頭 8-10-1 74-2141 
戸頭 5・6・8・9丁目 

戸頭（供平） 

３ 戸頭中学校 戸頭 7-1-1 78-0380 
戸頭 1・3・4・6・7丁目・戸

頭（常総ふれあい道路南側） 

４ 戸頭小学校 戸頭 3-21-1 78-1107 

戸頭 1・2・3・4・7丁目・戸

頭（常総ふれあい道路北側）・ 

米ノ井 

５ 永山小学校 下高井 2340 78-8221 

貝塚・上高井・下高井(永山地

区)・米ノ井(関鉄北側)・ゆめ

み野 1～3丁目(永山地区) 

６ 永山中学校 下高井 2311 78-8004 

下高井（永山地区）・米ノ井

（関鉄北側）・野々井・ゆめみ

野 1～3丁目(永山地区) 
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NO 名 称 場 所 連絡先 該当地域 

7 高井小学校 
ゆめみ野 

3-22-1 
78-7791 

下高井・野々井（関鉄北側）・

寺田（大山）・新取手 1～5丁

目・ ゆめみ野 3～4丁目 

8 
江戸川学園 

取手小学校 
野々井 1567-3 71-3353 野々井・稲 

9 取手西小学校 稲 70 74-3138 稲・寺田（国道 294号南側） 

10 
江戸川学園取手

中・高等学校 
西 1-37-1 74-8771 稲・西 1～2丁目 

11 取手第二中学校 寺田 5147 72-0102 
寺田（国道 294号関鉄南側）、

駒場 1～4丁目 

12 
旧白山西小学校 

（前田建設工業） 
白山 8-11-6 74-2141 

白山 5～8丁目 

新町 5～6丁目 

13 白山小学校 白山 2-3-18 74-2221 
白山 1～4丁目・中原町・新町

1～4丁目 

14 寺原小学校 井野台 5-14-1 72-0146 
本郷 1～5丁目・井野台 3～5

丁目・寺田（本郷北側）・桑原 

15 取手第一高等学校 台宿 2-4-1 72-1348 

台宿 2丁目・井野一丁目・井

野台 1～2丁目・中央町・取手

1～3丁目 

16 旧井野小学校 井野団地 1-1 74-2141 
井野団地・井野 1～3丁目・ 

井野 

17 旧取手第一中学校 井野 3-15-1 74-2141 

井野団地、井野 3丁目、井

野、青柳 1丁目、青柳、 

東 6丁目 

18 取手第二高等学校 東 2-5-1 73-0049 
台宿 1～2丁目・取手 1～3丁

目・東 1～2丁目 

19 取手小学校 東 5-3-1 72-0059 
台宿 1～2丁目・東 1～6丁

目・台宿 

20 取手東小学校 吉田 400 73-2351 吉田・青柳・井野 
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NO 名 称 場 所 連絡先 該当地域 

21 取手第一中学校 吉田 470 74-2215 
吉田・青柳・長兵衛新田 

（城根） 

22 旧小文間小学校 小文間 4359 74-2141 小文間中西部 

23 取手松陽高等学校 小文間 4770 77-8934 小文間東部 

24 

小堀集会所 小堀 3894-1 ‐ 

小堀・取手 成田つくば航空専

門学校 

取 手 西 野

1842 

04-

7188-

7787 

25 藤代小学校 藤代 53 83-3821 
藤代・片町・宮和田（6号線

北側）・谷中（常磐線西側） 

26 宮和田小学校 
藤代南 

3-11-1 
83-1138 

宮和田（6号線南側）・平野・

藤代南 1～3丁目 

27 山王小学校 山王 380 85-8205 
岡・和田・山王・配松・神

住・中内 

28 六郷小学校 清水 373-1 82-2041 
清水（常磐線東側）・小泉・米

田・谷中（常磐線東側） 

29 久賀小学校 萱場 60 82-3358 
双葉 1～3丁目・大曲・新川・

下萱場・萱場 

30 桜が丘小学校 
桜が丘 2-17-

1 
82-7791 

桜が丘 1～4丁目・押切・高

須・大留・神浦 

31 藤代中学校 椚木 1343 83-0260 小浮気・椚木 

32 藤代南中学校 中田 880 83-3215 中田・渋沼 

33 藤代高等学校 毛有 640 82-6283 
毛有・清水（常磐線西側）・光

風台 1～3丁目 

34 藤代紫水高等学校 紫水 1-660 83-6427 浜田・上萱場・紫水 1～3丁目 

35 高須公民館 高須 2157 83-1499 高須・大留・神浦 

（注意事項） 

・該当地区に指定された避難所が被災し危険な場合、又は指定された避難場所まで行
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くことが困難な場合等は、近隣の別な避難場所へ避難する。 

・地区防災組織により避難所が定められている場合は、これを優先する。 

 

（３） 避難所 

【避難所一覧】 

NO 名  称 NO 名  称 

１ 旧戸頭西小学校 １８ 取手小学校 

２ 戸頭中学校 １９ 取手東小学校 

３ 戸頭小学校 ２０ 取手第一中学校 

４ 永山小学校 ２１ 旧小文間小学校 

５ 永山中学校 ２２ 取手松陽高等学校 

６ 高井小学校 
２３ 

小堀集会所 

７ 江戸川学園取手小学校 成田つくば航空専門学校 

８ 取手西小学校 ２４ 藤代小学校 

９ 江戸川学園取手中・高等学校 ２５ 宮和田小学校 

１０ 取手第二中学校 ２６ 山王小学校 

１１ 旧白山西小学校（前田建設工業） ２７ 六郷小学校 

１２ 白山小学校 ２８ 久賀小学校 

１３ 寺原小学校 ２９ 桜が丘小学校 

１４ 取手第一高等学校 ３０ 藤代中学校 

１５ 旧井野小学校 ３１ 藤代南中学校 

１６ 旧取手第一中学校 ３２ 藤代高等学校 

１７ 取手第二高等学校 ３３ 藤代紫水高等学校 

  ３４ 高須公民館 

（注意事項） 

・避難所の開設が長期化した場合は、福祉会館、市民会館、公民館、保育所等の公共

施設を避難所として開設する。 

・避難所の所在、連絡先は「２（２）避難場所【避難場所一覧】」を参照 
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３ 福祉避難所 

   福祉部、健康増進部は、災害時、特に支援を必要とする要支援者のうち、一般避難

所での避難が困難と思われる高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等を福祉避難所に入

所させることにより、避難生活による身体的、精神的な負担の軽減を図る。 

 

【福祉避難所一覧】 

NO 名 称 場 所 連絡先 

１ つつじ園 戸頭 1299-1 78-3211 

２ あけぼの 寺田 4723 74-5157 

３ かたらいの郷 長兵衛新田 193-2 73-8333 

４ さくら荘 岡 1025 85-8733 

５ 障害者福祉センターふじしろ 藤代 730-1 83-5666 

６ めぐみの杜 稲 29-1 84-6155 

７ 取手ウェルネスプラザ 新町 2-5-25 71-2122 

８ 水彩館 小文間 5720-1 77-1317 

９ 身障者ポニーの会 高須 2148 83-2266 

 

 

【避難行動要支援者の避難の流れ】 

  自力・協力による避難        一般避難所生活が困難な場合 

一般の避難所 

 

避難行動要支援者                                           福祉避難所 

 

            在 宅 避 難    

  避難が困難な場合          避難所への避難ができず、 

                    一般の避難所生活が困難な 

                    場合（搬送等） 
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４ 水害時避難施設 

水害時の避難施設として、第１次避難場所・避難所（１３か所）、第２次避難場

所・避難所（５か所）、水害時緊急避難場所（１５か所）があり、市内に分散配置さ

れています。水害に対する避難施設の役割は以下に示すとおりです。 

 

（１） 第１次避難場所・避難所 

役 割 設置数 

● 水害時に各地区から安全に避難できる場所 １３か所 

NO 名 称 場 所 連絡先 該当地域 

１ 
取手グリーンス

ポーツセンター 
野々井 1299 78-9090 

河川（利根川・小貝川）のはん濫

により該当地域が異なります。 

 

※詳しくは、取手市洪水避難地図

（ハザードマップ）を参照くださ

い。 

２ 取手小学校 東 5-3-1 72-0059 

３ 白山小学校 白山 2-3-18 74-2221 

４ 寺原小学校 井野台 5-14-1 72-0146 

５ 旧小文間小学校 小文間 4359 74-2141 

６ 
旧白山西小学校 

(前田建設工業) 
白山 8-11-6 74-2141 

７ 戸頭小学校 戸頭 3-21-1 78-1107 

８ 高井小学校 ゆめみ野 3-22-1 78-7791 

９ 取手西小学校 稲 70 74-3138 

10 取手第二中学校 寺田 5147 72-0102 

11 取手第一高等学校 台宿 2-4-1 72-1348 

12 取手第二高等学校 東 2-5-1 73-0049 

13 
成田つくば航空 

専門学校 
取手西野 1842 

04-

7188-

7787 
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（２） 第２次避難場所・避難所 

役 割 設置数 

● 第１次避難施設の収容能力を超えた場合に開

設する場所 
５か所 

NO 名  称 場  所 連絡先 

１ 永山小学校 下高井 2340 78-8221 

２ 旧戸頭西小学校 戸頭 8-10-1 74-2141 

３ 永山中学校 下高井 2311 78-8004 

４ 戸頭中学校 戸頭 7-1-1 78-0380 

５ 江戸川学園 取手小学校 野々井 1567-3 71-3353 

 

水害時緊急避難場所 

役 割 設置数 

● 第１次、２次避難施設に到達できない時に緊急

に避難する場所 
１５か所 

NO 名  称 場  所 連絡先 

１ 旧井野小学校 井野団地 1-1 74-2141 

２ 取手東小学校 吉田 400 73-2351 

３ 取手第一中学校 吉田 470 74-2215 

４ 藤代小学校 藤代 53 83-3821 

５ 宮和田小学校 藤代南 3-11-1 83-1138 

６ 山王小学校 山王 380 85-8205 
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NO 名  称 場  所 連絡先 

７ 六郷小学校 清水 373-1 82-2041 

８ 久賀小学校 萱場 60 82-3358 

９ 桜が丘小学校 桜が丘 2-17-1 82-7791 

10 藤代中学校 椚木 1343 83-0260 

11 藤代南中学校 中田 880 83-3215 

12 藤代高等学校 毛有 640 82-6283 

13 藤代紫水高等学校 紫水 1-660 83-6427 

14 取手松陽高等学校 小文間 4770 77-8934 

15 
江戸川学園 取手中 

・高等学校 
西 1-37-1 74-8771 
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５ 災害に備えて用意しておくもの（チェックリスト） 

いつ起こるかわからない災害に備えて、各ご家庭で用意しておくと、いざという時

に役立つもののリストです。用意できたものは□にチェックしましょう。 

（※非常用品は、定期的に確認をして、賞味期限や使用期限が切れているものは取り 

替えておきましょう。） 

【非常時のために備えておくもの 】 

医療関連 
□ 緊急医療情報キット（高齢者、障がい者等）□ 常用薬   

□ 体温計   □ 血圧計   □ 常用している医療機器 

非 常 食 □ 非常食（加熱しないで食べられるもの） □ 飲料水 

救急用品 □ 家庭用常備薬 □ 包帯、ばんそうこう □ マスク、消毒薬など 

衣  類 
□ 下着   □ 靴下   □ 着替え  □ 上着 

□ 雨具   □ 防寒具  □ 軍手 

生活用品 

□ 洗面用具 □ 紙、アルミはく製食器   □ 携帯コンロ 

□ 非常用照明  □ ライター  □ トイレットペーパー 

□ ガムテープ 

□ 携帯電話・充電器  □ ラジオ  □ アドレス帳 

【非常時持ち出し品（バックなどに詰めて、わかる所に保管しましょう 】 

医療関連 
□ 常用薬、お薬手帳   □ 健康保険証 

□ 各種受給証や手帳（障害、医療等） 

貴 重 品 □ 現金   □ 通帳、キャッシュカード   □ 印鑑 

非 常 食 □ 非常食（加熱しないで食べられるもの）    □ 飲料水 

救急用品 □ 家庭用常備薬 □ 包帯、ばんそうこう □ マスク、消毒薬など 

衣  類 □ 下着、着替え  □ 雨具   □ 軍手   □ メガネ等 

生活用品 

□ 洗面用具   □ タオル   □ ビニール袋   □ 時計 

□ 携帯電話、充電器   □ 使い捨てカイロ   □ ティッシュ 

□ オムツ   □ 生理用品 

避難用品 

そ の 他 

□ 懐中電灯   □ 呼び笛   □ 携帯ラジオ   □ ライター 

□ 筆記用具   □ ヘルメットなど 
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６ 災害情報の入手と連絡方法 

☆取手市ホームページ、メールマガジンなど最新情報を入手してください。 

 

  また、パソコンやスマートフォンをお持ちでない方は、 

取手市の災害情報を電話で聞けるサービスがあります。 

  いざという時は、下記の電話番号で確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

☆災害や地域情報の入手機関 

行  政 

取手市役所 
０２９７－７４－２１４１ 

安全安心対策課 

取手市消防本部 

消防情報ダイヤル 

０２９７－７４－０１１９ 

０２９７－７３－０１９９ 

取手警察署 ０２９７－７７－０１１０ 

電  気 
東京電力 

パワーグリッド（株） 
０１２０－９９５－００７（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

ガ  ス 

東日本ガス（株） ０１２０－５４－９９２４（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

東京ガス（株） ０５７０－００２－２１１ 

東部液化石油（株） ０２９－８７０－３３１１ 

上下水道 
茨城県南水道企業団 ０２９７－６６－５１３１ 

取手地方広域下水道組合 ０２９７－７４－４１２５ 

地  域 

自治会長     －  － 

自主防災会会長     －  － 

地区班長等     －  － 

     －  － 

取手市防災無線情報確認ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 

０１２０－８６０－００４ 
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☆いろいろな連絡方法 

災害伝言ダイヤル 

１７１ 

災害発生時に電話がつながりにくい状態になった時、「災害伝

言ダイヤルセンター」に安否情報を音声で録音し、再生して

聞くことができます。 

・保存時間 ４８時間 

・登録可能件数 １～１０件（災害の規模による） 

・登録可能番号 被災地域の市外局番から始まる番号 

災害伝言板 
携帯電話やスマートフォンで使用できます。利用方法はご使

用になっている携帯電話会社におたずねください。 

公 衆 電 話 
公衆電話は「災害時優先電話」として、一般の電話よりつなが

りやすくなります。 

三角連絡法 
居住地から遠く離れたところに住んでいる親戚や知人を、共

通の連絡先として家族で決めておくことも効果的です。 

貼 り 紙 
避難先などを書いた貼り紙も有効な手段です。家族で確実に

見る場所を決めておきましょう。見たら返事を書きましょう。 
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避難行動要支援者台帳（個別支援プラン） 

取手市長 殿 

 

私は避難行動要支援者登録制度の趣旨に賛同し、同制度に登録することを希望します。 

また、下記個人情報を市が民生委員児童委員、自主防災組織、市政協力員、自治会、 

町内会、社会福祉協議会、消防署、消防団、警察に提供することを承諾します。 

記入年月日    年  月  日 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

登録者 

氏 名 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ           
男 

女 

生年 

月日 

明治 

大正 

昭和 

平成 

令和 

年  月  日 

住 所 取手市  電話 

状 況 一人暮らし高齢者、高齢者世帯、要介護者、障がい者、外国人、乳幼児、妊婦 

 

病 歴  

かかりつけの医療機関  

常 に 飲 ん で い る 薬 
 血液型 

型 

緊 急 

連絡先 

① 

ﾌﾘｶﾞﾅ           

氏 名 

登録者との続柄 電話 

住 所 

緊 急 

連絡先 

② 

ﾌﾘｶﾞﾅ           

氏 名 

登録者との続柄 電話 

住 所 

 

自宅周辺地図 

 

避難場所  

避難方法 担架、車いす、徒歩、自転車、自動車、その他（             ） 

受付 通知 登録  
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家族構成・同居状況等 ※ 該当するものに○を付けてください。 

居住建物の構造 
１．木造    ２．鉄骨造 

３．その他（           ） 

普 段 い る 部 屋 
１．１階   ２．２階 

３．その他（           ） 

寝 室 の 位 置 １．東  ２．西  ３．南  ４．北 

※ 避難の際に必要な支援について、次の項目のいずれか１つに○を付けてください。 

Ａ  避難誘導や付き添いが必要（一般避難所で過ごすことが可能） 

Ｂ  手引き、車いすなどでの避難支援が必要（一般避難所での支援、配慮が必要） 

Ｃ  
手話、手引きなどの支援、個室等の準備が必要（一般避難所で特段の支援、配慮が必

要） 

Ｄ  
医療的ケア、電源を必要とする医療機器、常に支援、見守りが必要 

（福祉避難所で専門的支援が必要） 

※ 該当する区分に○を付けてください。 

１  ６５歳以上ひとり暮らし ５  療育手帳Ａ以上所持者 

２  ６５歳以上の者で構成される世帯 ６  精神障害者保健福祉手帳１、２級所持者 

３  要介護３～５級認定者 ７  市の生活支援を受けている難病患者 

４  身体障害者手帳１、２級所持者 ８  その他（             ） 

※ 具体的な身体等の状況（視力、聴力、会話力、杖の使用等） 

 

※ 災害時に避難することを援助してくれる人（親戚、近所、自主防災会、町内会 等） 

氏名 登録者との続柄 住所 電話 

氏名 登録者との続柄 住所 電話 

 

自 治 区 名  市 政 協 力 員  

自治会 (町内会 )  自 主 防 災 組 織  

消 防 署  消 防 団  

民生委員児童委員 地区名：        氏名： 

この台帳に関するお問い合わせ先：取手市役所 社会福祉課 電話７４－２１４１ 

※この情報は、災害対応及び更新調査以外に使用することはありません。 

※この台帳に登録した方は、内容に変更がない限り、改めて登録をする必要はありません。 
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受付 通知 登録  

民生委員 

児童委員 

地 区 名 地区 

高齢者台帳 

地区番号  

氏 名 

（電話番号） 

 

（            ） 

（    年  月  日作成）             世帯の人数      人 

 

 

 

⇒

太

線

の

中

の

項

目

を

ご

記

入

く

だ

さ

い 

住所 取手市 電話  

世帯主 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

病歴 

氏名 かかりつけの医療機関 

生年月日 

明 大 昭     年   月   日 

常に飲んでいる薬 血液型 

型 

世帯員 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

病歴 

氏名 

世帯主との続柄（     ） 

かかりつけの医療機関 

生年月日 

明 大 昭     年   月   日 

常に飲んでいる薬 血液型 

型 

世帯員 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

病歴 

氏名 

世帯主との続柄（     ） 

かかりつけの医療機関 

生年月日 

明 大 昭     年   月   日 

常に飲んでいる薬 血液型 

型 

緊 急 

連絡先 

① 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

世帯主との続柄 電話 

住所 

緊 急 

連絡先 

② 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

世帯主との続柄 電話 

住所 

 ご記入いただいた高齢者台帳の個人情報は、福祉サービスの提供および高齢者福祉計画の参考と 

させていただくとともに、急病事故等の緊急時の迅速な対応を目的として使用いたします。 

また、個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるときには、取手市

個人情報保護条例に基づき、目的外利用または外部提供(消防署、警察など)をすることがあります。 

取手市役所 高齢福祉課 
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（民生委員児童委員 使用欄）訪問・相談メモ 

年 月 日 訪問や相談の内容、身体等の状況、対応など 
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避難行動要支援者の避難支援プラン（全体計画） 

 

平成２６年９月策定（令和３年改訂版） 

取手市災害時要援護者支援チーム 

(お問い合わせ先 取手市役所 ☎７４－２１４１ 社会福祉課) 

 


